
各種教室について
問 教育委員会　社会教育係（19番窓口）TEL 63-1111

現在、新型コロナウイルスの影響によ
り、休講とさせていただいております右
記教室についてもしばらくの間見送らせ
ていただきます。再開の目処が立ちまし
たら、広報ゆあさにてお知らせします。
ご理解のほどお願いいたします。

町有地を売却しました

３月10日に一般競争入札を行い、港保
育所跡地及びなぎ公園北側の一部（ＳＬを
含む）を売却しました。
詳細は湯浅町ホームページをご参照く

ださい。

町のうごき
（令和２年3月1日）（前月比）

人口…11,841（－ 25）
世帯… 5,405（－ 6）

男性… 5,562（－ 10）
女性… 6,279（－ 15）

●宮西教育集会所
　教室名

生花教室・編物教室
手芸教室・パッチワーク教室

茶道教室
●総合センター２階

教室名
パステル画教室

【問い合わせ】
防衛省自衛隊和歌山地方協力本部　有田募集案内所　　〒６４９－０３１６和歌山県有田市宮崎町１０６－２
TEL０７３７－８２－６６３１　E-MAIL：wakayama.pco-arita@rct.gsdf.mod.go.jp

募集種目 資　格 受付期間 試験期日 試験会場

自衛官候補生
18歳以上33歳未満の者
（32歳の者は、採用予定月１日から起
算して３月に達する日の翌月の末日現在、
33歳に達していない者）

年間を通じて
（6月26日㊎まで）

６月27日㊏
（予定）

自衛隊和歌山地方協力本部庁舎
和歌山市築港１丁目14－６

予備自衛官補
（一　般）

18歳以上34歳未満の者
（細部は有田募集案内所等に問い合わせ）

第１回
令和２年

１月６日㊊～
４月10日㊎
（締切日必着）

第１回
令和２年

４月18日㊏～
22日㊌
いずれかの
１日指定

試験場、受験番号等は別途各人
に通知予備自衛官補

（技　能）
18歳以上の者で国家資格等を有する者
（細部は有田募集案内所等に問い合わせ）

幹部候補生
（一般・大卒程度）

22歳以上26歳未満の者
（詳細は有田募集案内所等に問い合わせ）

３月１日～
５月１日

１次
５月９日㊏・
10日㊐

自衛隊和歌山地方協力本部庁舎
和歌山市築港１丁目14－６幹部候補生

（一般・院卒）
20歳以上28歳未満の者
（修士課程修了者等（見込含））

幹部候補生
（歯科・薬剤科）

専門の大卒（見込含）20歳以上30歳未
満の者
（詳細は有田募集案内所等に問い合わせ）

１次
５月９日㊏

試験場、受験番号等は別途各人
に通知

医科・歯科幹部 医師・歯科医師の免許取得者 ２月１日～
４月17日 ５月９日㊏

防衛省・自衛隊からのお知らせ　令和元年度各種目自衛官の募集について
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  　Ｗおしらせ 問＝問合せ　申＝申し込み

令和２年度　各種講習日程表（４月～７月）
問 建設業労働災害防止協会　和歌山県支部　TEL（073）436-1327　Fax（073）426-3987

●補助金を受けるための要件
※湯浅町に住所を有する方、設置後に湯
浅町内に住所を有する方（田地区の農
業集落排水対象地域を除く）

※令和３年３月31日までに設置工事を
完了し、補助金に係る必要書類を提
出できる方。

※浄化槽管理講習会を受講した方（日程
は、広報又はホームページにてお知
らせします）

浄化槽は適正に管理を
浄化槽を設置された方には、浄化槽

管理者として、次の３項目の維持管理が
法律で義務付けられています。
●保守点検および清掃（浄化槽法第10条）

浄化槽の機能を維持するため、定
期的な点検や調整、薬剤の補給等を
実施する保守点検及び年１回以上の
清掃を行わなければなりません。保

守点検及び清掃は、県の登録・許可
を受けた業者で行ってください。

●法定検査（浄化槽法第７条・第11条）
浄化槽は、使用開始後３ヶ月を

経過した日から５ヶ月以内に１回、
その後は年１回の水質検査を受けな
ければなりません。検査のお申込
みは、公益社団法人和歌山県水質
保全センター有田川事務所（☎63-
6161）まで。
次のようなときは、印鑑をご持参
のうえ届出をお願いします
※相続や売買等で浄化槽管理者に変更が
あったとき

※浄化槽の使用を開始したとき
※浄化槽の使用を３ヶ月以上休止するとき
※浄化槽の使用を廃止したとき
問・申　水道事務所　☎62－4171まで

税務係からのお知らせ
問 住民生活課税務係（1番窓口）TEL 64-1106

● 災害や病気等により、納税が困難な状
態になってしまった場合は、納期限前
にご相談ください。

● 税の納付には、納め忘れのない口座振
替をご利用ください。口座振替の手続
きは、希望する金融機関の窓口でお願
いします。手続きに時間を要する場合
がございますので、お早めにお願いし
ます。

●申請受付期間
　令和２年12月25日㊎まで
※浄化槽の設置工事に着手する前に
申請してください。

※受付期間内でも予算に達した時点
で受付を終了します。あらかじめ
ご了承ください。

●補助上限額
※５人槽／332,000円
※７人槽／414,000円
※８人槽以上／548,000円
※単独浄化槽の撤去費用／90,000円
※配管工事／３00,000円

今年度、新たに単独処理浄化槽・汲
み取り便槽から合併処理浄化槽へ転換す
る場合の宅内配管工事にも補助金を交付
します。

合併処理浄化槽を設置する方に補助金を交付します

講習の名称 日　　時 場　　　所 受講料等 受付開始日
職長・安全衛生責任
者能力向上教育 ５月20日㊌

和歌山県建設会館
３F 会議室

¥7,570 ４月20日㊊～

建設業等における熱
中症予防指導員研修

６月 9日㊋
13：00～

和歌山県建設会館
３F 会議室

¥7,070 ５月11日㊊～

刈払機取扱作業者に
対する安全衛生教育

７月28日㊋
10：00～

和歌山県建設会館 
３F 会議室

¥9,350 ６月29日㊊～

１．講義時間は、何れも９：00　～　17：00（講義内容により、変更があります。）
２．講習会の受付は、講習会開催の約１ヶ月前からです。
３．受講料は当方に御持参戴くか、又は現金書留でお願いします。
４．受講料等には、テキスト代が含まれています。テキスト代が改定された場合は、受講
料を改定させていただく場合があります。

５．定員になり次第、締め切ります。
６．申込者が少数の場合は、講習会を取り止めさせていただく場合があります。

《　注　》
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